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報告第１号 

 

議会の委任による専決処分について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、次のとおり専決処分をし

たので、同法同条第２項の規定により、これを本市議会に報告する。 

 

平成２６年２月２５日提出 

 

倉吉市長 石田 耕太郎 

1



専決第１号 

 

専決処分書 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、平成２５年９月２０日市

議会の議決を経た倉吉市営野球場グラウンド改修工事（Ｈ２４補正）に係る「工事請負契約の締結に

ついて」（平成２５年議案第７９号）の一部を変更することについて、次のとおり専決処分する。 

 

平成２６年２月１２日 

 

倉吉市長 石田 耕太郎 

 

「工事請負契約の締結について」の 

５ 契約金額 

「２０１，０７５，０００円」を 

「２０４，１８９，３００円」に改める。 
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議案第２５号 

 

倉吉市職員の修学部分休業及び高齢者部分休業に関する条例等の一部改正について 

 

次のとおり倉吉市職員の修学部分休業及び高齢者部分休業に関する条例等の一部を改正すること

について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項の規定により、本市議会の議決を

求める。 

 

平成２６年２月２５日提出 

 

倉吉市長 石田 耕太郎 
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倉吉市職員の修学部分休業及び高齢者部分休業に関する条例等の一部を改正する条例 

 

（倉吉市職員の修学部分休業及び高齢者部分休業に関する条例の一部改正） 

第１条 倉吉市職員の修学部分休業及び高齢者部分休業に関する条例（平成22年倉吉市条例第３号）の一

部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）を当該改正部分に対応する

同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

 

 改正後 改正前 

  

（高齢者部分休業） （高齢者部分休業） 

第３条 略 第３条 略 

２ 法第26条の３第１項の条例で定める年齢は、55

歳とする。 

２ 法第26条の３第１項の条例で定める期間は、５

年とする。 

  

 
（倉吉市現業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正） 

第２条 倉吉市現業職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭和 44 年倉吉市条例第 16 号）の一部を次

のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

 

改正後 改正前 

  

（給与の減額） （給与の減額） 

第14条 略 第14条 略 

２ 職員が部分休業（当該職員がその小学校就学の

始期に達するまでの子を養育するため、１日の勤

務時間の一部を勤務しないことをいう。）、介護

休暇（当該職員が配偶者、父母、子等で、負傷、

疾病又は老齢により日常生活を営むのに支障があ

るものの介護をするため、勤務しないことが相当

であると認められる場合における休暇として規則

に定めるものをいう。）、修学部分休業（当該職

員が修学のため１週間の勤務時間の一部を勤務し

ないことをいう。）又は高齢者部分休業（当該職

員が55歳に達した日以後の日から定年退職の日ま

での間において、１週間の勤務時間の一部を勤務

しないことをいう。）の承認を受けて勤務しない

場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務し

ない１時間につき、勤務１時間当たりの給与額を

減額して給与を支給する。 

２ 職員が部分休業（当該職員がその小学校就学の

始期に達するまでの子を養育するため、１日の勤

務時間の一部を勤務しないことをいう。）、介護

休暇（当該職員が配偶者、父母、子等で、負傷、

疾病又は老齢により日常生活を営むのに支障があ

るものの介護をするため、勤務しないことが相当

であると認められる場合における休暇として規則

に定めるものをいう。）、修学部分休業（当該職

員が修学のため１週間の勤務時間の一部を勤務し

ないことをいう。）又は高齢者部分休業（当該職

員が定年退職の日の５年前から定年退職の日まで

の間において、１週間の勤務時間の一部を勤務し

ないことをいう。）の承認を受けて勤務しない場

合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しな

い１時間につき、勤務１時間当たりの給与額を減

額して給与を支給する。 

  

 
（倉吉市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正） 

第３条 倉吉市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭和41年倉吉市条例第44号）の一部を

次のように改正する。 
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

 
改正後 改正前 

  

（給与の減額） （給与の減額） 

第17条 略 第17条 略 

4



２ 職員が部分休業（当該職員がその小学校就学の

始期に達するまでの子を養育するため、１日の勤

務時間の一部を勤務しないことをいう。）、介護

休暇（当該職員が配偶者、父母、子等で、負傷、

疾病又は老齢により日常生活を営むのに支障があ

るものの介護をするため、勤務しないことが相当

であると認められる場合における休暇として規程

に定めるものをいう。）、修学部分休業（当該職

員が修学のため１週間の勤務時間の一部を勤務し

ないことをいう。）又は高齢者部分休業（当該職

員が55歳に達した日以後の日から定年退職の日ま

での間において、１週間の勤務時間の一部を勤務

しないことをいう。）の承認を受けて勤務しない

場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務し

ない１時間につき、勤務１時間当たりの給与額を

減額して給与を支給する。 

２ 職員が部分休業（当該職員がその小学校就学の

始期に達するまでの子を養育するため、１日の勤

務時間の一部を勤務しないことをいう。）、介護

休暇（当該職員が配偶者、父母、子等で、負傷、

疾病又は老齢により日常生活を営むのに支障があ

るものの介護をするため、勤務しないことが相当

であると認められる場合における休暇として規程

に定めるものをいう。）、修学部分休業（当該職

員が修学のため１週間の勤務時間の一部を勤務し

ないことをいう。）又は高齢者部分休業（当該職

員が定年退職の日の５年前から定年退職の日まで

の間において、１週間の勤務時間の一部を勤務し

ないことをいう。）の承認を受けて勤務しない場

合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しな

い１時間につき、勤務１時間当たりの給与額を減

額して給与を支給する。 

  

 
附 則 

この条例は、平成26年４月１日から施行する。 
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議案第２６号 

 

倉吉市手数料条例の一部改正について 

 

次のとおり倉吉市手数料条例の一部を改正することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第９６条第１項の規定により、本市議会の議決を求める。 

 

平成２６年２月２５日提出 

 

倉吉市長 石田 耕太郎 
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倉吉市手数料条例の一部を改正する条例 

 

倉吉市手数料条例（平成12年倉吉市条例第１号）の一部を次のように改正する。 
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

 

 改正後 改正前 

  

別表第２（第２条関係） 別表第２（第２条関係） 

  手数料を徴

収する事務 

手数料

の名称

手数料の額   手数料を徴

収する事務

手数料

の名称 

手数料の額  

 １～54 略   １～54 略  

 55 都市の低炭

素化の促進

に関する法

律（平成24

年法律第84

号。以下「低

炭素化促進

法」という。）

第54条第１

項の規定に

基づく低炭

素建築物新

築等計画の

認定の申請

に対する審

査 

低炭素

建築物

新築等

計画認

定申請

手数料 

(１) エネルギーの

使用の合理化等に

関する法律（昭和

54年法律第49号）

第76条第１項に規

定する登録建築物

調査機関又は登録

住宅性能評価機関

のうち市長が認め

たものが作成した

低炭素化促進法第

54条第１項第１号

の基準に適合する

ことを証する書類

（以下「低炭素基

準適合証」とい

う。）の添付がな

い低炭素建築物新

築等計画 

  55 都市の低炭

素化の促進

に関する法

律（平成24

年法律第84

号。以下「低

炭素化促進

法」という。）

第54条第１

項の規定に

基づく低炭

素建築物新

築等計画の

認定の申請

に対する審

査 

低炭素

建築物

新築等

計画認

定申請

手数料 

(１) エネルギーの

使用の合理化に関

する法律（昭和54

年法律第49号）第

76条第１項に規定

する登録建築物調

査機関又は登録住

宅性能評価機関の

うち市長が認めた

ものが作成した低

炭素化促進法第54

条第１項第１号の

基準に適合するこ

とを証する書類

（以下「低炭素基

準適合証」とい

う。）の添付がな

い低炭素建築物新

築等計画 

 

略 略 

(２) 略 (２) 略 

略 略 

 56～58 略   56～58 略  

 備考 

１～３ 略 

  備考 

１～３ 略 

 

  

 
附 則 

この条例は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する等の法律（平成25年法律第25号）

の施行の日（平成26年４月１日）から施行する。 
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議案第２７号 

 

倉吉市関金総合文化センターの設置及び管理に関する条例の一部改正について 

 

次のとおり倉吉市関金総合文化センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正することにつ

いて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項の規定により、本市議会の議決を求め

る。 

 

平成２６年２月２５日提出 

 

倉吉市長 石田 耕太郎 
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倉吉市関金総合文化センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

 

倉吉市関金総合文化センターの設置及び管理に関する条例（平成17年倉吉市条例第87号）の一部を次の

ように改正する。 

次の表の改正前の欄の表中太線で囲まれた部分を削る。 

 

 改正後 改正前 

  

別表（第６条、第11条関係） 別表（第６条、第11条関係） 

 

施設名 

基本使用料   

施設名 

基本使用料  

 昼間 夜間   昼間 夜間  

 午前８時30分

から午後５時

まで 

午後５時から

午後10時まで

  午前８時30分

から午後５時

まで 

午後５時から

午後10時まで

 

 略 略 

 
青 年 女

性 研 修

室 

大 １時間につき 

720円 

１時間につき

920円
青 年 女

性 研 修

室 

大 １時間につき 

720円 

１時間につき

920円

 小 １時間につき 

510円 

１時間につき

720円

小 １時間につき 

510円 

１時間につき

720円

    トレーニング

ルーム 

１時間につき 

510円 

１時間につき

720円

 略 略 

  

 
附 則 

この条例は、平成26年４月１日から施行する。 
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議案第２８号 

 

倉吉市子ども・子育て会議条例の制定について 

 

次のとおり倉吉市子ども・子育て会議条例を制定することについて、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第９６条第１項の規定により、本市議会の議決を求める。 

 

平成２６年２月２５日提出 

 

倉吉市長 石田 耕太郎 
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倉吉市子ども・子育て会議条例 

 

（設置） 

第１条 子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号。以下「法」という。）第77条第１項の規定に

基づき、倉吉市子ども・子育て会議（以下「子育て会議」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第２条 子育て会議は、次に掲げる事務を処理する。 

(１) 法第77条第１項各号に掲げる事務を処理すること。 

(２) 前号に掲げるもののほか、本市の子ども・子育て支援（法第７条第１項に規定する子ども・

子育て支援をいう。以下同じ。）に関し市長が必要と認める事項について、調査審議すること。 

（組織） 

第３条 子育て会議は、委員20人以内で組織する。 

２ 子育て会議の委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。 

(１) 法第６条第１項に規定する子どもの同条第２項に規定する保護者 

(２) 関係団体の推薦を受けた者 

(３) 地域において子育ての支援を行う者 

(４) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者 

(５) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者 

(６) その他市長が必要と認める者 

３ 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の

残任期間とする。 

４ 委員は、再任されることができる。 

（会長及び副会長） 

第４条 子育て会議に、会長及び副会長各１人を置き、委員の互選により選任する。 

２ 会長は、会務を総理し、子育て会議を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第５条 子育て会議の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集し、その議長となる。 

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

（部会） 

第６条 子育て会議に、専門の事項を調査審議するため、部会を置くことができる。 

２ 部会に属すべき委員は、委員のうちから会長が指名する。 

（関係者の出席等） 

第７条 子育て会議は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、会議又は部会に

委員以外の者に出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 

（庶務） 

第８条 子育て会議の庶務は、福祉保健部において処理する。 

（委任） 

11



 

第９条 この条例に定めるもののほか、議事の手続その他子育て会議の運営に関し必要な事項は、会

長が子育て会議に諮って定める。 

附 則 

 この条例は、平成26年４月１日から施行する。 
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議案第２９号 

 

倉吉市都市計画審議会条例の一部改正について 

 

次のとおり倉吉市都市計画審議会条例の一部を改正することについて、地方自治法（昭和２２年法

律第６７号）第９６条第１項の規定により、本市議会の議決を求める。 

 

平成２６年２月２５日提出 

 

倉吉市長 石田 耕太郎 
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倉吉市都市計画審議会条例の一部を改正する条例 

 

倉吉市都市計画審議会条例（昭和44年倉吉市条例第33号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）を当該改正部分に対応する同

表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

 

 改正後 改正前 

  

（組織） （組織） 

第３条 審議会は、次に掲げる者のうちから、市長

が委嘱する委員をもって組織する。 

第３条 審議会は、次に掲げる者のうちから、市長

が委嘱する委員をもって組織する。 

(１) 学識経験のある者 ６人以内 (１) 学識経験のある者 ４人以内 

(２) 市議会の議員 １人 (２) 市議会の議員 ５人以内 

(３) 略 (３) 略 

(４) 住民を代表する者 ４人以内 (４) 住民を代表する者 ２人以内 

  

 
附 則 

この条例は、平成26年４月１日から施行する。 
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議案第３０号 

 

倉吉市社会教育委員条例の一部改正について 

 

次のとおり倉吉市社会教育委員条例の一部を改正することについて、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第９６条第１項の規定により、本市議会の議決を求める。 

 

平成２６年２月２５日提出 

 

倉吉市長 石田 耕太郎 
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倉吉市社会教育委員条例の一部を改正する条例 

 

倉吉市社会教育委員条例（昭和35年倉吉市条例第８号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中項の表示に下線が引かれた項（以下「削除項」という。）を削り、同表の改正後

の欄中項の表示に下線が引かれた項（以下「追加項」という。）を加える。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（削除項を除く。以下「改正部分」という。）に対応する同

表の改正後の欄中下線が引かれた部分（追加項を除く。以下「改正後部分」という。）が存在する場合に

は、当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合には、当該

改正部分を削り、改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には、当該改正後部分を加える。 

 

 改正後 改正前 

  

（設置） （設置） 

第１条 社会教育法（昭和24年法律第207号）第15条

第１項の規定に基づき、倉吉市社会教育委員（以

下「委員」という。）を置く。 

第１条 社会教育法（昭和24年法律第207号）第15条、

第18条の規定により、倉吉市に倉吉市社会教育委

員（以下「委員」という。）を置く。 

  

（職務） （職務） 

第２条 委員は、次に掲げる職務を行う。 第２条 社会教育委員は、次に掲げる職務を行う。

(１)～(３) 略 (１)～(３) 略 

  

（組織） （定数） 

第３条 委員の定数は、15人以内とする。 第３条 委員の定数は15名以内とする。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会

が委嘱する。 

 

(１) 学校教育の関係者  

(２) 社会教育の関係者  

(３) 家庭教育の向上に資する活動を行う者  

(４) 学識経験のある者  

  

（任期） （任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠

委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、再任

を妨げない。 

２ 委員は、再任されることができる。 ２ 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

 ３ 第１項の任期は、教育委員会の委嘱の日から起

算する。 

  

（委任） （委任） 

第５条 この条例の施行について必要な事項は、教

育委員会が別に定める。 

第５条 この条例の施行について必要な事項は、別

に定める。 

  

 
附 則 

この条例は、平成26年４月１日から施行する。 
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議案第３１号 

 

倉吉市関金資料館の設置及び管理に関する条例の廃止について 

 

次のとおり倉吉市関金資料館の設置及び管理に関する条例を廃止することについて、地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項の規定により、本市議会の議決を求める。 

 

平成２６年２月２５日提出 

 

倉吉市長 石田 耕太郎 
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倉吉市関金資料館の設置及び管理に関する条例を廃止する条例 

 

倉吉市関金資料館の設置及び管理に関する条例（平成17年倉吉市条例第66号）は、廃止する。 

附 則 

この条例は、平成26年４月１日から施行する。 
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議案第３２号 

 

倉吉市地域防災計画に定める大規模な工場その他の施設の用途及び規模を定める条例の制定

について 

 

次のとおり倉吉市地域防災計画に定める大規模な工場その他の施設の用途及び規模を定める条例

を制定することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項の規定により、本

市議会の議決を求める。 

 

平成２６年２月２５日提出 

 

倉吉市長 石田 耕太郎 
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倉吉市地域防災計画に定める大規模な工場その他の施設の用途及び規模を定める条例 

 

水防法（昭和24年法律第193号）第15条第１項第３号ハの条例で定める用途及び規模は、工場、作

業場又は倉庫で、延べ面積が１万平方メートル以上のものとする。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第３３号 

 

倉吉市防災センターの設置及び管理に関する条例の制定について 

 

次のとおり倉吉市防災センターの設置及び管理に関する条例を制定することについて、地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項の規定により、本市議会の議決を求める。 

 

平成２６年２月２５日提出 

 

倉吉市長 石田 耕太郎 
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倉吉市防災センターの設置及び管理に関する条例 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第１項の規定に基づき、倉吉市

防災センターの設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。 

（設置） 

第２条 防災に関する意識の高揚及び知識の普及を図るとともに、災害その他非常事態発生時におけ

る災害対策の拠点とするため、倉吉市防災センター（以下「センター」という。）を設置する。 

（名称及び位置） 

第３条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。 

(１) 名称 倉吉市防災センター 

(２) 位置 倉吉市福守町 

（業務） 

第４条 センターは、第２条に規定する設置の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。 

(１) 防災に関する意識の高揚及び知識の普及を行うこと。 

(２) 防災及び災害に関する資料の収集、保管及び展示を行うこと。 

(３) 救助用資機材等の備蓄及び貸出しを行うこと。 

(４) 災害対策業務その他センターの設置の目的を達成するために必要な事業を実施すること。 

（開館時間及び休館日） 

第５条 センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。 

(１) 開館時間 午前８時30分から午後10時までとする。 

(２) 休館日 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する

休日並びに１月１日から同月３日まで及び12月29日から同月31日までとする。 

２ 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、開館時間を変更し、又は臨時に

休館し、若しくは休館日に開館することができる。 

（利用の許可） 

第６条 別表に掲げるセンターの各施設（以下「各施設」という。）を利用しようとする者は、あら

かじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様と

する。 

２ 市長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。 

（許可の基準） 

第７条 市長は、各施設の利用が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、利用を許可するものと

する。 

(１) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。 

(２) 施設、附属設備等を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがあると認められるとき。 

(３) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第２号に規

定する暴力団の利益になると認められるとき。 

(４) その他管理上支障があると認めるとき。 

（目的外利用等の禁止） 

第８条 第６条第１項の許可を受けた者（以下「利用者」という。）は、当該許可を受けた目的以外
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の目的に各施設を利用し、又はその権利を第三者に譲渡してはならない。 

（特別設備等の制限） 

第９条 利用者は、各施設に特別の設備等をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなけ

ればならない。 

（利用許可の取消し等） 

第10条 市長は、利用者の申出による場合のほか、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、

第６条第１項の許可を取り消し、又はセンターの利用を制限し、若しくは停止することができる。

この場合において、利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。 

(１) 災害その他非常事態発生時における災害対策の拠点施設として使用するとき。 

(２) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。 

(３) この条例の規定に基づく許可の目的又は条件に違反したとき。 

(４) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。 

(５) その他管理上支障があると認めるとき。 

（使用料） 

第11条 第２条に規定する設置の目的以外の目的に係る各施設の利用については、別表に定める額を

使用料として徴収する。 

（使用料の減免） 

第12条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。 

（使用料の不還付） 

第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めによらない理由により使用できなくな

ったときその他特別な理由があるときは、この限りでない。 

（原状回復の義務） 

第14条 利用者は、各施設の利用を終了したとき又は第10条の規定により許可を取り消され、若しく

は利用の停止を命ぜられたときは、速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認

を得たときは、この限りでない。 

（損害賠償の義務） 

第15条 利用者は、センターの施設、附属設備等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、その損害

を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。 

（委任） 

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この条例は、平成26年４月１日から施行する。 

 

23



別表（第６条、第11条関係） 

 

施設名 基本使用料 

昼間 夜間 

午前８時30分から午後５時まで 午後５時から午後10時まで 

大会議室 １時間につき 1,290円 １時間につき 1,720円 

中会議室 １時間につき  750円 １時間につき  970円 

小会議室 １時間につき  540円 １時間につき  750円 

備考 

１ 利用時間が１時間未満であるとき又は利用時間に１時間未満の端数を生じたときは、

１時間として計算する。 

２ 入場料その他これに類する料金を徴収するとき又は営利の目的で利用するときの使用

料は、基本使用料の10割に相当する額を加算した額とする。 

３ 冷暖房を利用した場合の使用料は、基本使用料（昼間）の５割に相当する額（10円未

満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額）を加算した額とする。 

４ 附属設備等を利用する場合は、実費相当額を徴収する。 
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議案第３４号 

 

   財産の無償譲渡について 

 

 次のとおり財産を無償で譲渡することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条

第１項の規定により、本市議会の議決を求める。 

 

  平成２６年２月２５日提出 

 

 倉吉市長 石田 耕太郎 

 

 

１ 譲渡の目的 

   旧天神野地区会館については、地元自治公民館の意向を踏まえ、平成２３年９月に台所等を残

して解体した。この建物について、既に無償で譲渡した隣接の旧老人憩の家と一体的に自治公民

館活動として使用している地元自治公民館に譲渡することにより、市行政の一層の効率化を推進

するため。 

 

２ 財産の種類 

   建物  木造トタン葺１階建 

 

３ 所 在 地 

   倉吉市小鴨１３３９番地６０ 

 

４ 数   量 

   ５７．７２平方メートル 

 

５ 評 価 額 

   ７６８，３５１円 

 

６ 譲渡の相手方 

  倉吉市小鴨１３３２番地１ 

   天神野自治公民館 

   館長 西浦 成路 
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議案第３５号 

 

調停案の受諾について 

 

次のとおり調停案を受諾することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１

項の規定により、本市議会の議決を求める。 

 

平成２６年２月２５日提出 

 

倉吉市長 石田 耕太郎 

 

１ 相手方 

倉吉市 個人 

 

２ 物件目録 

土地  

所在 倉吉市上井 

地目 宅地 

地積 ２２７．０７平方メートル 

 

３ 裁判所 

倉吉簡易裁判所 

 

４ 事件名 

平成２５年（ノ）第２９号 不動産買取請求調停事件 

 

５ 調停の申立ての内容 

相手方は、市有地である物件目録の不動産を長期間にわたって占有し、居住している。市は、

相手方と当該物件目録の不動産の買い取りなどの交渉を行ってきたが、進展は、望めない状況で

あるため、当該物件目録の不動産の買い取りについて、平成２５年１０月２９日に倉吉簡易裁判

所に、民事調停を申し立てたもの。 

 

６ 調停条項 

(１) 申立人は、相手方に対し、物件目録記載の土地（以下「本件土地」という。）を代金２００

万円で売り渡し、相手方はこれを買い受ける。 

(２) 相手方は、申立人に対し、前項の金員を、期限までに、指定の口座に振り込む。 

(３) 申立人は、相手方に対し、本件土地につき期限までに、第１項の売買を原因とする所有権移

転登記手続をする。ただし、登記手続費用のうち登録免許税及び必要書類の費用は、相手方の負

担とする。 

(４) 申立人と相手方は、本件に関し、本調停条項に定めるほかは、何らの債権債務のないことを
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相互に確認する。 

(５) 調停費用は、各自の負担とする。 
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議案第３６号 

 

市道の路線の認定について 

 

次のとおり市道の路線を認定することについて、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第２

項の規定により、本市議会の議決を求める。 

 

平成２６年２月２５日提出 

 

倉吉市長 石田 耕太郎 

 

 

 

整理 

番号 
路 線 名 

起    点 
重要な経過地

終    点 

①  伊木八屋線 
倉吉市伊木字中新田２５８番２ 

  
倉吉市八屋字中河原２８５番３先 

②  福守町５号線 
倉吉市福守町字三反総サ２７４番２先 

  
倉吉市福守町字長総サ６８２番先 
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参考資料

番号 ①

路線名 伊木八屋線

認定

実延長 417.2m

幅員 4.6～9.5m

参考資料

50m

①

市
道
 伊
木
中
央
線

市
道 

伊
木
山
根
線

市
道 

八
屋
中
央
線市道 八屋11号線

市道 八屋8号線

市
道 

伊
木
９
号
線
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参考資料

番号 ②

路線名 福守町５号線

市
道 

西
倉
吉
町
鴨
川
町
２
号
線

市
道 

西
倉
吉
町
福
守
町
線

認定

実延長 192.2m

幅員 4.0～16.0m

参考資料

30m

②

市道 福守町２号線

市道 西倉吉町不入岡線
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議案第３７号 

 

倉吉市せきがね湯命館及び倉吉市関金都市交流センターの指定管理者の指定について 

 

次のとおり倉吉市せきがね湯命館及び倉吉市関金都市交流センターの指定管理者の指定について、

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、本市議会の議決を求め

る。 

 

平成２６年２月２５日提出 

 

倉吉市長 石田 耕太郎 

 

 

１ 管理を行わせる施設の名称及び位置 

 

名称 位置 

倉吉市せきがね湯命館 倉吉市関金町関金宿 

倉吉市関金都市交流センター 倉吉市関金町関金宿 

 

２ 指定管理者 

岡山県真庭市湯原温泉３８７番地１ 

有限会社トラベルシリウス 

代表取締役 池田 博昭 

 

３ 指定の期間 

平成２６年４月１日から 平成３１年３月３１日まで 
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議案第３８号 

 

倉吉市体育施設及び倉吉市関金農林漁業者等健康増進施設の指定管理者の指定について 

 

次のとおり倉吉市体育施設及び倉吉市関金農林漁業者等健康増進施設の指定管理者の指定につい

て、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、本市議会の議決を

求める。 

 

平成２６年２月２５日提出 

 

倉吉市長 石田 耕太郎 

 

 

１ 管理を行わせる施設の名称及び位置 

 

名称 位置 

倉吉スポーツセンター 倉吉市葵町 

倉吉市営陸上競技場 倉吉市葵町 

倉吉市営野球場 倉吉市湊町 

倉吉市営庭球場 倉吉市葵町 

倉吉市営射撃場 倉吉市葵町 

倉吉市営体育センター 倉吉市葵町 

倉吉市営相撲広場 倉吉市葵町 

倉吉市営ラグビー場 倉吉市駄経寺町二丁目 

倉吉市営武道館 倉吉市葵町 

倉吉市営関金野球場 倉吉市関金町関金宿 

倉吉市営関金テニス場 倉吉市関金町関金宿 

倉吉市営関金多目的広場 倉吉市関金町関金宿 

倉吉市営関金屋根付多目的広場 倉吉市関金町関金宿 

倉吉市関金農林漁業者等健康増進施設 倉吉市関金町関金宿 

 

２ 指定管理者 

大阪市中央区北浜四丁目１番２３号 

ミズノグループ 

美津濃株式会社 

代表取締役社長 水野 明人 

 

３ 指定の期間 

平成２６年４月１日から 平成３１年３月３１日まで 
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議案第３９号 

 

倉吉市営温水プールの指定管理者の指定について 

 

次のとおり倉吉市営温水プールの指定管理者の指定について、地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第２４４条の２第６項の規定により、本市議会の議決を求める。 

 

平成２６年２月２５日提出 

 

倉吉市長 石田 耕太郎 

 

 

１ 管理を行わせる施設の名称及び位置 

倉吉市営温水プール 

倉吉市駄経寺町 

 

２ 指定管理者 

倉吉市米田町二丁目９５番地 

株式会社リースキン倉吉 

代表取締役 照下 耕治 

 

３ 指定の期間 

平成２６年４月１日から平成２６年９月３０日まで 
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議案第４０号 

 

倉吉市土地開発公社の解散について 

 

公有地の拡大の推進に関する法律（昭和４７年法律第６６号）第２２条第１項の規定により、倉吉

市土地開発公社を解散することについて、本市議会の議決を求める。 

 

平成２６年２月２５日提出 

 

倉吉市長 石田 耕太郎 
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請願第 １ 号 

 

   「特定秘密の保護に関する法律」(秘密保護法)の廃止を求める意見書提出について 

 

１  提 出 者   憲法改悪反対鳥取県共同センター 

代表 田中 暁 

 

２  紹介議員：佐藤 博英 

 

３  受理年月日   平成２６年 ２月 ７日 

 

 別紙のとおり陳情書の提出があった。 

 

  平成２６年 ２月２５日 

 

             倉吉市議会議長  由 田  隆 

 

 

請1



請2



 

陳情第 １ 号 

 

   倉吉西保育園の存続を求める陳情 

 

１  提 出 者   倉吉西保育園保護者会 

会長 中西 和宏 

 

２  受理年月日   平成２６年 ２月１０日 

 

 別紙のとおり陳情書の提出があった。 

 

  平成２６年 ２月２５日 

 

             倉吉市議会議長  由 田  隆 

 

 

 

 

 

 

陳3



陳4



陳5



陳6
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